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西
楽
寺
と
徳
川
幕
府
と
の
関
係
は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。 

 

徳
川
家
康
の
朱
印
状
も
あ
り
ま
す
が
、
寺
領
を
保
証
し
た

朱
印
状
は
、
ほ
か
の
寺
社
も
も
ら
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、

他
に
、
西
楽
寺
と
徳
川
家
と
の
関
係
が
分
か
る
史
料
は
な
い

も
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

調
べ
て
み
る
と
、
近
世
西
楽
寺
初
代
住
職
の
宥
宝
は
、
徳 

                      

川
家
康
の
御
前
論
議
に
二
度
出
席
し
た
こ
と
が
あ
る
人
だ
、

と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
史
料
は
、
年
不
明
四
月
二
日
付
け
〔
弘
西
入
道
ら
連

署
状
〕（
西
楽
寺
文
書
近
世
九
八
九
）
で
す
。 

〔
弘
西
入
道
ら
連
署
状
〕
は
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
、
一

六
三
〇
年
代
に
、
西
楽
寺
が
本
末
関
係
や
宗
派
を
確
定
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。 

  

現
在
、
西
楽
寺
は
新
義
真
言
宗
の
お
寺
で
す
。
西
楽
寺
文

書
に
よ
る
と
、
一
六
三
〇
年
代
よ
り
も
前
か
ら
、
西
楽
寺
は

新
義
真
言
宗
の
影
響
が
強
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
寛
永
十
五

年
（
一
六
三
八
）
に
、
西
楽
寺
は
新
義
真
言
宗
の
お
寺
だ
、

と
確
定
し
、
本
末
関
係
も
定
ま
り
ま
し
た
。 

こ
の
こ
と
は
、
西
楽
寺
文
書
に
関
係
文
書
が
多
数
残
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
こ
の
と
き
に
本
山
と
な
っ
た
醍
醐
寺
の
文
書

『
法
恩
院
末
寺
帳
』
（
『
大
日
本
古
文
書 

家
わ
け
第
十
九 

醍
醐
寺
文
書
之
五
』
九
六
六
号
）
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す 

 

こ
こ
で
少
し
だ
け
、
新
義
真
言
宗
の
歴
史
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。 

 

新
義
真
言
宗
は
、
覚
鑁
（
一
〇
九
五―

一
一
四
三
）
が
開

い
た
根
来
寺
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

中
世
、
根
来
寺
は
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
大
き
す
ぎ
る
力
の
た
め
か
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
攻
略
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
、
関
ケ
原
の
戦

い
に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
、
同
年
十
月
に
根
来
寺
再
興
を

許
可
し
ま
し
た
。 

近
世
西
楽
寺
十
八
代
住
職
の
栄
岳
は
、
慶
長
五
年
（
一
六

〇
〇
）
を
西
楽
寺
の
画
期
と
し
て
、
そ
れ
以
降
に
は
じ
め
て

住
職
と
な
っ
た
宥
宝
を
西
楽
寺
の
初
代
住
職
と
し
ま
し
た

（
天
保
十
一
年
〈
一
八
四
〇
〉
五
月
付
け
『
住
職
実
名
年
月

取
調
書
』
西
楽
寺
文
書
近
世
五
四
ほ
か
）
が
、
そ
れ
は
、
お

そ
ら
く
、
徳
川
家
康
が
根
来
寺
再
興
を
許
可
し
た
こ
と
を
画

期
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

話
を
根
来
寺
再
興
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
秀
吉
の
根
来
寺
攻

年不明４月２日付け〔弘西入道ら連署状〕（西楽寺文書近世 989号） 

宥
宝
法
印
は
、
駿
府
で
、 

新
義
真
言
宗
の
論
議
を 

二
回
な
さ
っ
た
人
で
す
。 

西
楽
寺
二
世
住
職 

宥
識
法
印
も
、 

駿
府
で
御
前
論
議
に 

出
席
し
ま
し
た
。 



撃
か
ら
脱
出
し
た
専
誉
と
玄
宥
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
谷
寺
と
智

積
院
を
拠
点
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
家
康
の
許
可
を
得
た
彼

ら
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
、
新
義
真
言
宗
が
作
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。「
新
義
真
言
宗
」
と
い
う
名
称
は
、
慶
長

十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
「
関

東
新
義
真
言
宗
法
度
」
に
よ
り
ま
す
。 

 

右
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
中
世

ま
で
の
根
来
寺
の
本
末
関
係
は
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
江
戸
時
代
初
期
に
、
新
義
真
言
宗
で
は
、
本
末
関
係

の
組
織
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

寛
永
年
間
に
、
新
義
真
言
宗
で
は
本
末
改
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
寛
永
の
本
末
改
は
関
東
新
義
真
言
宗
の
み
で
あ

っ
て
、
全
国
に
は
及
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

そ
う
す
る
と
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
新
義
真
言

宗
の
寺
院
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
西
楽
寺
の
本
末
関
係
決
定

は
か
な
り
早
く
、
関
東
新
義
真
言
宗
並
み
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

そ
れ
は
、
こ
の
新
義
真
言
宗
の
混
乱
期
に
、
西
楽
寺
を
古

義
真
言
宗
寺
院
に
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
が
現
れ
、
訴
訟
と

な
っ
た
こ
と
で
、
全
国
的
に
も
早
い
時
期
の
組
織
化
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

 

先
ほ
ど
紹
介
し
た
〔
弘
西
入
道
ら
連
署
状
〕
は
、
寛
永
年

間
に
、
西
楽
寺
が
新
義
真
言
宗
寺
院
と
な
る
か
、
古
義
真
言

宗
寺
院
と
な
る
か
、
と
い
う
訴
訟
が
起
こ
っ
た
際
に
、
お
寺

の
歴
史
を
調
べ
る
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

 

そ
こ
に
は
、「
宥
寶
法
印
者
於
二

駿
府
ニ一 

権
現
様
御
前
ニ

而

新
義
之
論
議
両
度
ま
て
被
レ

成
候
儀
、
無
二

其
隠
一

候
事
」（
宥

宝
法
印
は
駿
府
で
権
現
様
の
御
前
で
新
義
の
論
議
を
二
回
務

め
た
人
で
、
そ
の
隠
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
）
と
あ
り
、
そ
の
横

に
は
、
西
楽
寺
二
代
住
職
の
宥
識
も
、
駿
府
の
権
現
様
（
徳

川
家
康
）
の
御
前
で
論
議
を
し
ま
し
た
、
と
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
訴
訟
の
中
で
書
か
れ
た
、
寛
永
十
四
年
（
一

六
三
七
）
の
も
の
と
見
ら
れ
る
、
七
月
十
八
日
付
け
〔
菩
提

樹
院
心
応
書
状
〕（
西
楽
寺
文
書
近
世
九
九
二
）
に
も
「
剰
西

楽
寺
宥
宝
ハ
日
誉
僧
正
駿
府
御
前
論
儀
ニ

而
一
段
決
尺
出
来

候
而
、
権
現
様
御
感
御
定
之
由
及
レ

承
候
」
と
あ
り
、
難
し
い

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、「
宥
宝
は
、
駿
府
の
御
前
論
議
で
権

現
様
（
家
康
）
を
感
心
さ
せ
た
人
物
で
す
」
と
の
こ
と
で
す
。 

宇
高
良
哲
氏
に
よ
る
と
、「
家
康
の
御
前
論
議
は
一
種
の
人

物
テ
ス
ト
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
」
（
宇
高
著
書
二
六
五
頁
）

と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
宥
宝
は
、
御
前
論
議
で
そ
の
学
識
や

人
格
を
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

徳
川
家
康
の
御
前
論
議
に
つ
い
て
は
、
誰
が
参
加
し
た
の

か
は
不
明
な
が
ら
、
山
形
県
長
井
市
の
遍
照
寺
文
書
に
出
席

者
の
席
次
図
が
あ
り
、
実
際
に
西
楽
寺
の
僧
侶
が
論
議
に
参

加
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
宇
高
著
書
二
六
一
頁
）。 

 

西
楽
寺
の
僧
侶
が
、
御
前
論
議
で
徳
川
家
康
に
認
め
ら
れ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ど
う
や
ら
か
な
り
信
憑
性
が
高

そ
う
で
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九

六
四
年
）。 

②
宇
高
良
哲
「
近
世
初
期
の
新
義
真
言
宗
教
団
」（『
近
世
関
東
仏
教
教

団
史
の
研
究―

―

浄
土
宗
・
真
言
宗
・
天
台
宗
を
中
心
に―

―

』
文

化
書
院
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）。 

③
中
川
委
紀
子
『
根
来
寺
を
解
く 

密
教
文
化
伝
承
の
実
像
』（
朝
日
新

聞
出
版
、
朝
日
選
書
、
二
〇
一
四
年
）。 
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西
楽
寺
で
は
、
江
戸
時
代
に
多
く
の
縁
起
が
書
か
れ
ま
し

た
。
縁
起
は
、
寺
社
の
由
緒
を
記
し
た
も
の
で
す
。 

 

西
楽
寺
文
書
に
は
、
数
え
方
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
が
、

二
十
以
上
の
縁
起
が
あ
り
、
大
き
く
五
系
統
ほ
ど
に
分
類
で

き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
内
容
が
少
し
ず
つ
異
な
り
ま
す
。 

 

西
楽
寺
縁
起
と
し
て
は
、
袋
井
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
袋

井
市
史 

史
料
編
一 

古
代
中
世
』（
袋
井
市
役
所
、
一
九
八

一
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
勧
進
記
」（
弘
治
三
年
＝
一
五

五
七
年
作
成
）
と
「
西
楽
寺
記
」（
延
宝
八
年
＝
一
六
八
〇
年

作
成
）
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

で
す
が
、
実
は
、
こ
の
二
つ
の
縁
起
は
、
西
楽
寺
に
数
多

く
残
さ
れ
た
縁
起
の
中
で
は
少
数
派
で
、
最
も
多
く
の
縁
起

が
残
っ
て
い
る
系
統
は
、「
堂
社
之
覚
」
と
題
さ
れ
た
縁
起
の

系
統
で
す
。 

 

「
堂
社
之
覚
」
系
統
の
縁
起
は
、
幕
府
に
提
出
し
た
書
類

の
一
部
で
す
。 

 

江
戸
時
代
に
寺
社
縁
起
が
作
ら
れ
る
契
機
と
し
て
、
最
も

多
い
の
は
、
寺
社
の
修
復
に
際
し
て
寺
社
奉
行
（
幕
府
）
に

提
出
す
る
添
付
書
類
と
し
て
作
成
し
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
、「
お
堂
な
ど
を
修
覆
し
た
い
の
で
、
修
覆
の
許
可

を
く
だ
さ
い
」
と
か
、「
で
き
れ
ば
補
助
な
ど
を
し
て
い
た
だ

け
る
と…

…

」
と
い
っ
た
書
類
に
、「
う
ち
は
こ
ん
な
由
緒
が

あ
っ
て
重
要
な
お
寺
な
ん
で
す
」
と
説
明
す
る
た
め
の
添
付

資
料
が
、
江
戸
時
代
の
寺
社
縁
起
で
し
た
。 

 

寺
社
修
理
に
際
し
て
提
出
す
る
書
類
で
大
事
な
こ
と
は
、

①
徳
川
家
と
の
関
係
、
②
歴
史
的
な
縁
起
と
霊
宝
お
よ
び
古

延宝７年（1679）12月 18日「遠州西楽寺堂社之覚」（西楽寺文書近世８） 



文
書
類
を
持
っ
た
寺
で
あ
る
こ
と
、
で
し
た
。 

江
戸
時
代
の
寺
社
縁
起
は
、
徳
川
家
と
の
関
係
や
、
例
え

ば
天
皇
家
な
ど
の
権
威
と
自
分
た
ち
の
寺
社
を
結
び
つ
け
る

よ
う
に
作
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
公
文
書
な
の

で
、
そ
う
い
う
も
の
と
思
っ
て
読
ま
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。 

「
勧
進
記
」
は
、
戦
国
時
代
に
お
寺
が
火
災
で
焼
け
た
際

に
寄
進
を
募
っ
た
文
章
で
、「
西
楽
寺
記
」
は
、
詳
細
不
明
で

す
が
、
お
そ
ら
く
は
住
職
の
個
人
的
な
人
間
関
係
か
ら
、
西

楽
寺
六
世
住
職
宥
仙
の
業
績
を
称
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
す
。 

 

「
堂
社
之
覚
」
を
読
ん
で
み
る
と
、
お
寺
の
歴
史
が
記
さ

れ
た
後
、
末
尾
に
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
前
略
）
雖
レ

然
、
至
二

近
頃
仁一

堂
社
零
落
仕
候
ニ

付
、
葺

替
仕
度
奉
レ

存
候
得
共
、
近
年
買
人
手
前
榑
木
不
自
由
ニ

而

、
自
分
ニ

修
覆
不
二

罷
成
一

候
故
、
達
二

高
聞
一

候
。
遠
州

舟
明
ニ

而
御
榑
木
弐
万
丁
御
拝
借
被
レ

為
二 

仰
付
一

被

レ

下
置
一

候
者
、
難
レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
以
二

御
憐
愍
を
一

堂
社
葺
替
罷
成
申
候
者
、
上
納
金
之
儀
者
、
西
楽
寺
領

百
七
拾
石
之
内
、
本
尊
鎮
守
之
修
理
領
五
拾
石 

御
寄
附
御
座
候
を
以
差
上
申
様
ニ

被
レ

為
二 

仰
付
一 

被
二

下
置
一

候
者
難
レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
仍
御
訴
訟
之
趣

粗
言
上
如
レ

件
。 

 

［
現
代
語
訳
］ 

し
か
し
、
近
頃
に
至
り
、
堂
社
は
零
落
し
、
屋
根
を

葺
き
替
え
た
い
と
思
っ
て
も
、
近
年
は
買
う
の
に
も
苦

労
し
、
榑
木
（
材
木
／
板
葺
き
の
屋
根
の
材
料
）
が
不

自
由
し
て
い
ま
す
。 

自
力
で
修
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
高
聞
に
達
し
、
遠
州
船
明
で
、
榑
木
二
万
丁
を
拝
借

で
き
る
よ
う
、
仰
せ
付
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
あ

り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。 

御
憐
愍
を
以
て
、
堂
社
の
葺
き
替
え
が
成
っ
た
ら
、

そ
の
上
納
金
は
、
西
楽
寺
領
（
朱
印
地
）
一
七
〇
石
の

内
、
本
尊
鎮
守
の
修
理
領
（
そ
の
土
地
の
収
益
を
本
尊
・

鎮
守
の
修
理
費
用
に
充
て
る
、
と
し
て
い
る
領
知
の
こ

と
）
と
し
て
五
〇
石
寄
附
し
て
い
る
土
地
が
あ
る
は
ず

だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
払
え
ば
良
い
、
と
仰
せ
付
け
て
く

だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た
い
限
り
で
す
。 

よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
に
御
訴
訟
（
江
戸
時
代
の
言

葉
で
は
、「
訴
訟
」
は
、「
嘆
願
」
と
か
「
お
願
い
」
と

い
っ
た
意
味
）
の
趣
を
粗
々
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

  
本
堂
修
理
に
あ
た
っ
て
、
屋
根
の
こ
け
ら
葺
き
の
費
用
が

大
変
で…

…

と
い
う
、
現
代
に
も
繋
が
る
悲
鳴
が
聞
こ
え
て

き
て
、
私
も
読
ん
で
い
て
心
が
痛
く
な
っ
て
き
ま
す
。 

 

西
楽
寺
縁
起
に
は
、
ど
の
系
統
を
読
ん
で
も
ほ
ぼ
必
ず
登

場
す
る
、
四
つ
の
話
題
が
あ
り
ま
す
。 

①
西
楽
寺
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
行
基
が
草
創
。 

②
寛
治
元
年
に
源
顕
房
が
再
興
（
こ
の
時
に
醍
醐
報
恩

院
の
末
に
な
っ
た
、
と
書
く
も
の
と
、
単
に
、
醍
醐

の
末
寺
に
な
っ
た
、
と
の
み
書
く
も
の
が
あ
る
）。 

③
武
田
信
玄
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
た
。 

④
武
田
信
玄
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
徳
川

家
康
が
助
け
て
く
れ
た
（「
西
楽
寺
記
」
の
み
豊
臣
秀

吉
が
助
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。 

 

④
は
、
江
戸
時
代
の
縁
起
で
は
必
ず
書
か
な
い
と
い
け
な

い
内
容
で
す
。
③
は
、
家
康
が
助
け
て
く
れ
た
こ
と
を
劇
的

に
演
出
す
る
た
め
の
部
分
で
、
恐
ら
く
創
作
で
す
。 

 

注
目
し
た
い
の
は
②
源
顕
房
に
よ
る
再
興
で
す
。 

 

源
顕
房
は
、
村
上
源
氏
と
呼
ば
れ
る
、
摂
関
家
と
密
接
な

関
係
を
持
つ
一
族
の
人
で
す
。 

 

顕
房
に
よ
る
再
興
と
、
そ
の
と
き
に
醍
醐
寺
の
末
寺
に
な

っ
た
、
と
い
う
内
容
は
、
江
戸
時
代
の
縁
起
に
求
め
ら
れ
た

要
素
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
戦
国
時
代
に
で
き
た
「
勧

進
記
」
に
も
こ
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
い
う
こ
と
は
、
源
顕
房
の
部
分
は
、
江
戸
幕
府
と
関
わ

ら
ず
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
部
分
と
言
え
そ
う
で
す
。 

 

こ
こ
で
、
村
上
源
氏
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
村
上
源
氏
、

特
に
顕
房
の
兄
の
俊
房
は
、
醍
醐
寺
と
深
い
関
係
を
持
ち
、

笠
原
牧
な
ど
、
袋
井
周
辺
に
領
地
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
部
分
の
記
述
は
、
奈
良
時
代
以
来
の
寺
院

が
、
平
安
時
代
に
お
け
る
制
度
の
変
化
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
、

そ
れ
が
院
政
期
に
再
開
発
さ
れ
た
、
と
い
う
記
事
と
し
て
、

短
い
な
が
ら
も
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
②
の
記
事
を
、「
江
戸
時
代
の
寺
社
縁
起
」
と
い

う
史
料
の
性
格
を
踏
ま
え
て
読
む
と
、
①
の
奈
良
時
代
の
草

創
と
い
う
部
分
に
も
現
実
味
が
出
て
く
る
の
で
す
。 

 

今
後
古
代
西
楽
寺
の
調
査
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
桜
井
徳
太
郎
「
縁
起
の
類
型
と
展
開
」（
桜
井
徳
太
郎
・
萩
原
龍
夫
・

宮
田
登
校
注
『
寺
社
縁
起
』
日
本
思
想
体
系
20
、
岩
波
書
店
、
一
九

七
五
年
）。 

②
平
岡
定
海
『
日
本
寺
院
史
の
研
究 

中
世
・
近
世
編
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
八
年
）。 
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江
戸
時
代
、
西
楽
寺
は
、
五
年
に
一
回
、
正
月
に
参
府
（
江

戸
に
行
く
こ
と
）
し
て
、
江
戸
城
で
年
頭
の
挨
拶
に
参
加
し

て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
江
戸
城
内
で
の
儀
礼
を
、
学
術
用
語
で
「
殿

中
儀
礼
」
な
ど
と
呼
び
ま
す
が
、
西
楽
寺
文
書
で
は
、「
登
城

御
礼
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

江
戸
城
で
の
儀
礼
は
、
寺
社
の
格
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
、

「
内
独
礼
」（
本
山
が
出
席
）→

「
惣
独
礼
」→

「
惣
礼
」（
朱

印
地
五
十
石
以
上
）→

「
惣
礼
」（
朱
印
地
五
十
石
以
下
）
の

順
で
、
挨
拶
も
格
式
が
序
列
化
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

あ
と
、
何
年
に
一
度
挨
拶
に
行
く
か
、
と
い
う
こ
と
も
序

宝永６年（1709）付け『御代替書付』（西楽寺文書近世 887） 

『年頭御礼勤番留記』（西楽寺文書近世 1380） 

年頭の挨拶に関する細かなことが書かれている。 



列
が
決
ま
っ
て
い
て
、
大
変
細
か
い
の
で
す
が
、
西
楽
寺
文

書
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
西
楽
寺
は
、
一
般
的
な
基
準
ど

お
り
、
朱
印
地
五
十
石
以
上
の
お
寺
の
格
式
で
登
城
御
礼
に

出
席
し
て
い
ま
し
た
（
西
楽
寺
の
朱
印
地
は
一
七
〇
石
）
。 

 

こ
う
し
た
幕
府
の
様
々
な
儀
礼
は
、
四
代
家
綱
期
以
降
進

め
ら
れ
、
八
代
吉
宗
の
頃
ま
で
に
完
成
し
た
と
言
い
ま
す
。 

 

西
楽
寺
に
は
、
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
た
年
頭
御
礼
だ
け

で
な
く
、
将
軍
が
代
替
わ
り
し
た
時
の
儀
礼
（
代
替
御
礼
）

に
関
わ
る
史
料
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

将
軍
の
代
替
わ
り
儀
礼
に
は
、
①
前
将
軍
の
葬
送
、
②
御

代
替
御
礼
、
③
将
軍
宣
下
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
あ
り
ま
す

が
、
お
寺
が
関
わ
る
の
は
、
①
前
将
軍
の
葬
送
で
す
。 

 

西
楽
寺
文
書
に
は
、
五
代
綱
吉
の
葬
儀
（
宝
永
六
年
〈
一

七
〇
九
〉
付
け
『
御
代
替
書
付
』
西
楽
寺
文
書
近
世
八
八

七
）
、
六
代
家
宣
、
七
代
家
継
の
葬
儀
（
〔
有
章
院
様
御
他

界
〕
西
楽
寺
文
書
近
世
一
六
五
八
、『
御
諷
経
并
御
継
目
御

礼
留
帳
』
西
楽
寺
文
書
近
世
一
七
五
五
）
に
関
わ
る
史
料
が

あ
り
ま
す
。 

 

い
ず
れ
も
、
西
楽
寺
八
世
住
職
尊
昭
が
記
し
た
も
の
で
、

少
な
く
と
も
尊
昭
は
、
将
軍
の
葬
儀
に
参
列
す
る
こ
と
が
で

き
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

中
で
も
珍
し
い
史
料
が
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
葬
儀
を
記
す

『
御
代
替
書
付
』
（
西
楽
寺
文
書
近
世
八
八
七
）
で
す
。 

 

江
戸
幕
府
の
儀
礼
が
整
備
さ
れ
出
し
た
の
は
、
四
代
家
綱

期
か
ら
で
す
か
ら
、
綱
吉
の
こ
ろ
の
幕
府
の
儀
礼
は
、
か
な

り
初
期
の
も
の
で
す
。 

 

ま
た
、
そ
も
そ
も
、
綱
吉
・
家
宣
・
家
継
の
葬
儀
に
関
わ

る
史
料
が
地
方
の
寺
院
に
残
っ
て
い
る
例
も
か
な
り
少
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
存
し
て
い
る
中
で
は
、
か
な
り
古
い

将
軍
の
葬
儀
に
関
す
る
史
料
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

『
御
代
替
書
付
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
新
義
真
言
宗
組
織

の
と
り
ま
と
め
を
担
当
し
て
い
た
触
頭
か
ら
も
ら
っ
た
席
次

図
の
写
し
（
左
写
真
・
図
）
や
、
装
束
や
人
の
動
き
な
ど
が

詳
し
く
載
っ
て
い
ま
す
。 

           
ま
た
、「
将
軍
宣
下
五
月
朔
日
ニ

相
済
。
同
三
日
ニ

御
祝
儀
御

能
。 
公
家
衆
江

御
馳
走
な
り
。
町
人
も
白
須
に
て
見
物
被
二

仰
付
一

候
」
と
あ
り
、
五
月
一
日
に
将
軍
宣
下
を
し
た
後
、
三

日
に
ご
祝
儀
で
公
家
衆
に
ご
ち
そ
う
を
し
た
こ
と
や
、
町
人

に
も
見
物
が
許
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
上
写
真
）。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
西
沢
淳
男
「
寺
社
の
将
軍
代
替
御
礼
と
殿
中
儀
礼―

―

高
尾
山
薬
王

院
を
事
例
と
し
て―

―

」（『
日
本
歴
史
』
五
八
八
、
一
九
九
七
年
）。 

②
岩
橋
清
美
「
将
軍
代
替
り
儀
礼
の
社
会
的
意
義―

第
13
代
将
軍
徳
川

家
定
の
代
替
り
儀
礼
を
事
例
と
し
て―

」（『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物

館
研
究
報
告
』
第
８
号
、
二
〇
〇
二
年
）。 

③
高
嶋
弘
志
「
蝦
夷
三
か
寺
の
殿
中
儀
礼
と
寺
格
に
つ
い
て
」（『
釧
路

公
立
大
学
地
域
研
究
』
18
、
二
〇
〇
九
年
）。 
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西
楽
寺
八
世
住
職
尊
昭
は
、
同
郷
の
弟
子
で
あ
る
木
食
直

心
と
と
も
に
、
寄
付
を
募
り
、
西
楽
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
高

平
山
遍
照
寺
（
現
森
町
）
に
大
仏
を
建
立
し
ま
し
た
。 

 

当
時
の
史
料
に
出
て
く
る
名
称
か
ら
、
以
下
こ
の
大
仏
を

「
高
平
山
大
仏
」
と
呼
び
ま
す
。 

 

大
仏
建
立
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
成
り
ま
し
た
が
、

尊
昭
が
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
五
代
将
軍
綱
吉
葬
儀
、

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
に
参
列
し

て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
大
仏
建
立
の
時
期
が
、

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
き

ま
す
。 

高
平
山
大
仏
の
建
立
に
は
、
宝
永
四
年
十
月
四
日
（
太
陽

暦
一
七
〇
七
年
十
月
二
十
八
日
）
の
宝
永
地
震
が
影
響
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
高
平
山
大
仏
建
立

に
影
響
を
与
え
た
と
見
ら
れ
る
歴
史
的
事
件
が
あ
り
ま
す
。 

 

元
禄
～
宝
永
の
東
大
寺
大
仏
復
興
で
す
。 

 

永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
兵
火
に
よ
っ
て
消
失
し
た
東

大
寺
大
仏
と
大
仏
殿
は
、
東
大
寺
の
公
慶
と
そ
の
後
継
者
た

ち
の
尽
力
に
よ
り
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
大
仏
再
興
、

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
大
仏
殿
再
興
が
成
り
ま
し
た
。 

 

な
お
、
中
門
や
廻
廊
が
完
成
す
る
に
は
、
こ
の
後
ま
だ
三

十
年
ほ
ど
を
要
し
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

東
大
寺
大
仏
再
建
事
業
は
、
高
平
山
大
仏
建
立
事
業
と
、

か
な
り
近
い
時
期
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

東
大
寺
大
仏
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）

に
、
全
国
的
に
、
年
貢
の
よ
う
に
資
金
（
奉
加
金
）
を
集
め

享保３年（1718）付け『高平山大仏建立銘文写』（西楽寺文書近世 3121） 



る
仕
組
み
に
な
り
ま
し
た
。 

 
西
山
厚
氏
は
、
こ
の
全
国
的
な
奉
加
金
に
つ
い
て
、
金
額

が
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
全
国
的
な
集
金
の
後
に
、
大

仏
の
参
詣
者
が
増
加
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
の
集
金
が
、

大
仏
の
知
名
度
を
上
げ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
平
岡
昇
修
氏
は
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
地
域
振
興
の
視

点
で
、
江
戸
時
代
の
東
大
寺
大
仏
復
興
を
分
析
し
て
い
ま
す
。 

 

東
大
寺
大
仏
再
建
事
業
は
、
江
戸
な
ど
で
も
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
し
た
。 

 

尊
昭
が
江
戸
に
行
く
機
会
は
、
葬
儀
以
前
か
ら
あ
っ
た
は

ず
で
、
全
国
的
な
奉
加
金
で
も
い
く
ら
か
情
報
を
知
っ
て
い

た
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
江
戸
に
行
っ
た
と
き
に
、
よ
り
詳

し
く
東
大
寺
大
仏
再
建
事
業
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。 

東
大
寺
大
仏
殿
再
建
に
は
、
新
義
真
言
宗
の
知
足
院
（
隆

光
が
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
）
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
縁
で
西
楽
寺
に
様
々
な
話
が
伝
わ
っ
て
い
て
も
お
か

し
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
何
よ
り
、
尊
昭
が
参
列
し
た
将
軍
の
葬
儀
は
、
全

国
か
ら
主
だ
っ
た
寺
院
の
関
係
者
が
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ

で
、
様
々
な
情
報

が
や
り
と
り
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
あ
り
ま

せ
ん
。 

 

家
宣
葬
儀
の
と

き
に
は
、
ま
だ
東

大
寺
全
体
の
再
建

は
終
了
し
て
お
ら

ず
、
大
仏
、
大
仏
殿

の
ひ
と
ま
ず
の
完

成
を
見
た
時
点
で

の
、
未
だ
継
続
中

の
寄
付
、
再
建
活

動
に
つ
い
て
情
報

を
得
る
機
会
と
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。 

先
に
、
一
七
〇

〇
年
前
後
に
は
、

一
種
の
大
仏
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
い
た
、
と
す
る
先
行
研
究

を
紹
介
し
ま
し
た
。 

こ
の
時
に
起
こ
っ
た
一
種
の
大
仏
ブ
ー
ム
の
潮
流
が
、
尊

昭
に
ひ
ら
め
き
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
は
高
い
と
思
い
ま
す
。 

と
す
れ
ば
、
高
平
山
大
仏
の
建
立
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
江

戸
を
重
要
な
交
流
の
場
と
し
て
、
東
大
寺
大
仏
再
建
事
業
を

参
考
に
練
ら
れ
た
も
の
、
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

そ
し
て
、
将
軍
の
葬
儀
な
ど
の
殿
中
儀
礼
の
場
こ
そ
が
、

数
多
く
の
寺
院
が
情
報
交
換
で
き
る
場
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 
 【

参
考
文
献
】 

①
平
岡
定
海
『
日
本
寺
院
史
の
研
究 

中
世
・
近
世
編
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
八
年
）。 

②
西
山
厚
「
公
慶
上
人
の
生
涯
」（
Ｇ
Ｂ
Ｓ
実
行
委
員
会
編
『
ザ
・
グ
レ

イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
第
四
号 

論
集 

近
世
の
奈

良
・
東
大
寺
』
東
大
寺
発
行
／
法
藏
館
制
作
・
発
売
、
二
〇
〇
六
年
）
。 

③
平
岡
昇
修
「
奈
良
の
復
興
は
大
仏
再
建
か
ら―

―

江
戸
中
期
の
奈
良

に
賑
わ
い
を
も
た
ら
し
た
「
勧
進
」
と
「
寄
進
」―

―

」（
『EURO-

NARASIA Q

』
５
、
二
〇
一
六
年
）。 

 
 

 
〔高平六角堂図〕（西楽寺文書近世 3187） 

高平山大仏殿は六角堂だった。 
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最
後
に
、
神
に
な
っ
た
徳
川
家
康
、
す
な
わ
ち
、「
東
照
宮
」

と
西
楽
寺
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

神
と
お
寺
、
と
い
う
と
、
不
審
に
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
以
前
は
、

神
仏
習
合
の
世
の
中
で
し
た
か
ら
、
お
寺
に
神
様
が
い
て
も

何
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
江
戸
時
代
に
は
権
力
者
が
神
格
化
し

ま
す
。
様
々
な
武
士
、
戦
国
大
名
が
神
様
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
代
表
が
徳
川
家
康
＝
東
照
宮
で
す
。 

 

武
士
の
神
格
化
は
、
世
俗
権
力
が
宗
教
的
権
力
も
持
と
う

と
し
た
動
き
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
豊
臣

秀
吉
や
徳
川
家
康
の
神
格
化
は
、
世
俗
政
治
権
力
と
宗
教
的

権
力
の
力
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
新
た
な
秩
序
を
つ
く
り
出

そ
う
と
し
た
、
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。…

…

ち
ょ
っ
と

難
し
い
お
話
に
な
る
の
で
、
今
回
は
割
愛
し
ま
す
。 

神
に
な
っ
た
武
士
の
中
で
、
そ
の
勧
請
数
を
比
べ
る
と
、

徳
川
家
康
（
東
照
宮
）
が
圧
倒
的
一
位
で
す
。
武
士
だ
け
で

な
く
、
民
衆
か
ら
も
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

家
康
が
立
ち
寄
っ
た
、
と
い
う
伝
説
を
伴
う
例
も
多
く
、

東
照
宮
を
遊
行
神
と
見
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。 

 

実
は
、
徳
川
幕
府
は
、
三
回
も
全
国
の
東
照
宮
の
調
査
を

行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
は

全
国
の
東
照
宮
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

そ
れ
だ
け
東
照
宮
は
人
気
で
し
た
。 

 

さ
て
、
西
楽
寺
の
東
照
宮
で
す
が
、
東
照
宮
儀
礼
を
行
っ

て
い
る
記
録
が
あ
り
ま
す
の
で
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
正
月
『
年
中
行
事
扣
』（
西
楽
寺
文
書
近
世
一
六
八
六
） 

左
は
四
月
十
七
日
条
の
東
照
宮
法
要
。 



か
で
す
。 

調
べ
て
み
る
と
、
幕
府
や
、
そ
の
後
の
東
照
宮
関
係
者
も

そ
の
存
在
を
よ
く
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
お
そ
ら

く
は
私
勧
請
の
も
の
が
存
在
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

西
楽
寺
東
照
宮
の
古
い
例
は
、
一
七
〇
〇
年
頃
に
八
世
住

職
尊
昭
が
書
い
た
ノ

ー
ト
で
す
（『
当
山
諸

由
緒
扣
』
西
楽
寺
文

書
近
世
一
一
）。 

 

そ
こ
に
は
、
「
一
、

卯
月
十
七
日
東
照
宮

法
要
」
と
あ
り
ま
す
。

家
康
の
命
日
で
あ
る

四
月
十
七
日
に
東
照

宮
の
法
要
を
行
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。 

 

尊
昭
の
こ
ろ
に
ど

の
よ
う
な
東
照
宮
法

要
を
行
っ
て
い
た
か
、

細
か
な
こ
と
は
分
か

ら
な
い
の
で
す
が
、

弘
化
四
年
（
一
八
四

七
）
正
月
に
作
成
さ

れ
た
『
年
中
行
事
扣
』

（
西
楽
寺
文
書
近
世

一
六
八
六
）
四
月
十

七
日
条
に
、
そ
の
次

第
が
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。 

 

十
七
日 

東
照
宮
御
祭
祀
、
鎮
守
殿
ニ

お
ゐ
て
祭
リ

。
神
酒
弐
陶
精

進
供
。
三
菜
ニ

而

外
し
赤
飯
三
宝
ニ

盛
上
ル
也
。
幕
ハ
木

綿
あ
を
也
。
紋
付
之
幕
張
幟
弐
下
リ

立
、
勤
ハ
理
趣
経
心

経
等
也
。
簾
等
掛
之
出
仕
。
昼
赤
飯
三
升
。 

  

鎮
守
（
十
所
権
現
）
で
お
祭
り
を
す
る
、
と
の
こ
と
で
す
。 

 

御
神
酒
を
二
据
え
と
精
進
供
（
お
供
え
物
）
を
お
供
え
す

る
。
三
菜
と
赤
飯
を
お
供
え
し
て
、
木
綿
の
青
い
幕
を
張
り
、

理
趣
経
を
読
誦
す
る
、
と
の
こ
と
で
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
曽
根
原
理
「
徳
川
王
権
論
と
神
格
化
問
題
」（『
歴
史
評
論
』
六
二
九
、

二
〇
〇
二
年
）。 

②
中
野
光
治
「
諸
国
東
照
宮
の
歴
史
的
考
察
」（『
史
観
』
一
五
二
、
早

稲
田
大
学
史
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）。 

③
野
村
玄
「
徳
川
家
光
の
国
家
構
想
と
日
光
東
照
宮
」（『
日
本
史
研
究
』

五
一
〇
、
二
〇
〇
五
年
）。 

④
野
村
玄
「
東
照
宮
号
宣
下
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
再
考
」（『
史
海
』
五

五
、
二
〇
〇
八
年
）。 

⑤
高
藤
晴
俊
「
全
国
の
東
照
宮
奉
齋
の
諸
相
」（『
神
道
宗
教
』
二
四
八
、

二
〇
一
七
年
）。 

⑥
中
野
光
治
「
諸
大
名
に
よ
る
東
照
宮
勧
請
の
歴
史
的
考
察
」（『
神
道

宗
教
』
二
四
八
、
二
〇
一
七
年
）。 

⑦
野
村
玄
『
徳
川
家
康
の
神
格
化 

新
た
な
遺
言
の
発
見
』（
平
凡
社
、

二
〇
一
九
年
）。 

⑧
高
野
信
治
『
武
士
神
格
化
の
研
究 

資
料
編
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

一
八
年
）。 

⑨
高
野
信
治
『
神
に
な
っ
た
武
士 

平
将
門
か
ら
西
郷
隆
盛
ま
で
』（
吉

川
弘
文
館
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
五
四
六
、
二
〇
二
二
年
）。 

  
 

〔×

候
〕 

『当山諸由緒扣』（西楽寺文書近世 11）に収録されている尊昭のノート 

右端に「一、卯月十七日、東照宮法要」と書かれている。 

 

〔×

陀
羅
尼
〕 

〔
カ
〕 
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西
楽
寺
の
東
照
宮
は
ど
こ
に
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

弘
化
二
年
（
一
八
四
七
）
十
二
月
『
正
月
御
備
荘
取
扣
帳
』

（
西
楽
寺
文
書
近
世
一
六
八
四
）
と
い
う
、
様
々
な
お
祀
り

し
て
い
る
神
様
へ
の
お
供
え
一
覧
を
見
る
と
、（
前
略
）
客
殿

道
場
荘→

歓
喜
天→

裏
道
場→

寺
中
本
尊
（
後
略
）
の
順
に

書
か
れ
て
い
て
、
こ
の
内
、「
裏
道
場
」
に
「
一
、
台
五
合 

 

東 

                       

照
宮
」
と
あ
り
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
リ
ス
ト
の
配
置
は
、
一
般
的
に
、
地
図
上
で
近

い
順
に
書
い
て
い
き
ま
す
か
ら
、
客
殿
と
歓
喜
天
（
聖
天
）

の
間
に
あ
る
建
物
で
し
ょ
う
か
。 

安
政
東
海
地
震
の
後
に
書
か
れ
た
、
安
政
江
戸
地
震
直
前

の
学
頭
坊
の
図
面
「
先
般
有
様
之
図
」（
西
楽
寺
文
書
近
世
三 

 

  

七
六
四―

三
）
を
見
て
み
る
と
、「
居
間
」
と
書
か

れ
た
部
屋
の
右
に
二
つ
行
っ
た
部
屋
の
北
に
、
不

思
議
な
区
画
が
あ
り
ま
す
（
左
拡
大
図
囲
み
）。 

 

と
す
る
と
、
東
照
宮
が
い
た
の
は
こ
の
あ
た
り

で
し
ょ
う
か
？ 

残
念
な
が
ら
、
現
時
点
の
情
報
で
は
、
ま
だ
は

っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。 

                 

「先般有様之図」（西楽寺文書近世 3764－3）部分、北が上 

下の「板之間」などがある建物が客殿、右上が「聖天堂」。 

〔先般有様之図〕をさらに拡大。囲みのあたりが怪しいか？ 


